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第 3 章 

昨今、「サブスクリプション」という定額制のビジネスモデルが注目を集めている。

これは製品やサービスを問わず、顧客にとって導入しやすく、また提供する企業にと

っても安定した利益を得られることから、今後も取引量や形態は拡大していくことが

想定される。 

本特集では、収益認識基準の影響も考察しつつ、ビジネスモデルの特徴も踏まえて

会計処理および税務処理について解説する。 

 



 

           [

こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス] 

 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
は
、「
一
定

期
間
定
額
で
継
続
的
に
サ
ー
ビ
ス
提

供
を
行
う
形
態
」
で
あ
り
、
様
々
な

業
界
に
広
が
っ
て
い
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
で
あ
る
。 

 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
は
、「
所
有

か
ら
利
用
へ
」
と
い
う
消
費
者
マ
イ

ン
ド
の
変
化
に
よ
り
広
が
っ
て
き
て

い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。 

 

 
 
 サ

ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
と
は 

昨
今
、「
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
モ

デ
ル
」、「
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ヨ
ン
方

式
」
と
い
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を

利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
業
で
提
供
さ
れ                            

 
    

   

 
 

 

   

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
定
額
利
用
サ

ー
ビ
ス
、
毎
月
定
額
で
の
音
楽
・
動
画

配
信
サ
ー
ビ
ス
、
毎
月
定
額
で
複
数
車

種
の
車
を
好
き
な
だ
け
利
用
で
き
る
サ

ー
ビ
ス
、
そ
れ
以
外
に
も
、
毎
月
定
額

で
系
列
店
の
ラ
ー
メ
ン
を
１
杯
毎
日
食

べ
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
ま
で
様
々
で
あ
る
。 

前
記
の
例
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
方
式
の
特
徴
は

「
一
定
期
間
定
額
で
の
サ
ー
ビ
ス
」
と

い
う
点
に
あ
る
。
も
と
も
と
、
英
語
の 

 
 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン 

（Subscription

）
と
い
う
単
語
に
は

「
予
約
購
読
・
定
期
購
読
」
と
い
っ
た

意
味
が
あ
っ
た
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
業
界
に
お

い
て
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
ラ
イ
セ
ン
ス

を
売
り
切
り
の
形
態
で
は
な
く
一
定
期

間
定
額
で
継
続
課
金
す
る
形
態
で
提
供

す
る
取
引
が
増
え
始
め
、
こ
れ
を
「
サ

ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
方
式
」
と
呼
称
し

始
め
た
こ
と
か
ら
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ

ル
が
広
が
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
、
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
方
式
を

利
用
す
る
業
界
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・

ラ
イ
セ
ン
ス
を
提
供
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
業
界

か
ら
、
冒
頭
紹
介
し
た
よ
う
に
コ
ン
テ

ン
ツ
（
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
）
業

界
、
自
動
車
業
界
、
飲
食
業
界
、
小
売
・

ア
パ
レ
ル
業
界
に
拡
が
っ
て
き
て
い
る
。

本
稿
で
は
、「
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン

（
方
式
）」と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の

定
義
を
「
一
定
期
間
定
額
で
継
続
的
に

サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
う
形
態
」
と
整
理

す
る
。 

 サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン 

モ
デ
ル
の
特
徴 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
方
式
が
広
が

っ
た
背
景
に
は
「
所
有
か
ら
利
用
」
と

い
う
消
費
者
マ
イ
ン
ド
の
変
化
が
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
デ
ジ
タ
ル
人
口
の
増 

加
や
、
ク
ラ
ウ
ド
な
ど
の
利
用
型
に
馴

染
む
技
術
発
展
な
ど
も
重
要
な
要
因
と

考
え
ら
れ
る
。 

本
稿
で
は
、
会
計
処
理
や
税
務
の
検

討
を
す
る
前
に
「
所
有
か
ら
利
用
へ
」

と
い
う
流
れ
の
中
で
広
が
っ
た
サ
ブ
ス

ク
リ
プ
シ
ョ
ン
方
式
の
取
引
上
の
あ
る

い
は
経
済
上
の
特
徴
に
つ
い
て
、
所
有

（
売
り
切
り
型
）
と
利
用
（
サ
ブ
ス
ク

リ
プ
シ
ョ
ン
）
の
比
較
を
、
次
の
５
つ

の
観
点
か
ら
整
理
し
て
み
た
い
。 

 

① 

契
約
形
態 

ま
ず
契
約
形
態
に
つ
い
て
、
サ
ブ
ス
ク

リ
プ
シ
ョ
ン
の
場
合
に
は
使
用
許
諾
契

約
や
会
員
契
約
な
ど
で
あ
り
、
売
り
切

り
の
場
合
に
は
売
買
契
約
や
請
負
契
約

（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
開
発
な
ど
）
な
ど

と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

な
お
、
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
モ
デ
ル

と
い
う
呼
称
を
利
用
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
実
態
と
し
て
は
売
り
切
り
の
契
約

形
態
に
近
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
点
に
は
留

意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
の
１
年
ラ
イ
セ
ン
ス
を
毎
年

販
売
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
１
年
間

の
売
り
切
り
ラ
イ
セ
ン
ス
を
結
果
的
に

毎
年
販
売
す
る
こ
と
で
サ
ブ
ス
ク
リ
プ

シ
ョ
ン
モ
デ
ル
と
似
た
形
式
に
な
る
。

契
約
形
態
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
会

計
処
理
の
観
点
か
ら
も
重
要
な
ポ
イ
ン

ト
と
な
る
た
め
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

 

② 

所
有
権 

所
有
権
に
つ
い
て
は
、
サ
ブ
ス
ク
リ 

 

第
１
章 

「
売
り
切
り
型
」
と
の
比
較
で
考
え
る 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の 

定
義
と
特
徴 



 

 

プ
シ
ョ
ン
の
場
合
に

は
①
の
使
用
許
諾
契

約
等
を
締
結
し
、
提 

 
 
 
 
 
 
 
 

供
者
側
に
所
有
権
を

留
保
し
た
ま
ま
製
品

ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
さ
せ
る
取
引
で

あ
る
た
め
、
顧
客
に

よ
る
支
配
あ
る
い
や

占
有
は
生
じ
な
い
。

一
方
、
売
り
切
り
の

場
合
に
は
売
買
契
約

に
よ
り
顧
客
に
所
有

権
が
移
転
し
、
顧
客

に
よ
る
支
配
あ
る
い

や
占
有
が
生
じ
る
。

な
お
、
契
約
の
対
象

が
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

よ
う
に
著
作
権
法
上

の
著
作
物
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
売
り

切
り
の
場
合
で
あ
っ

て
も
、
売
買
契
約
に

よ
り
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
所
有
権
は
移
転
せ

ず
、
買
い
手
に
専
属

的
な
利
用
許
諾
権
を

与
え
ら
れ
る
契
約
と

さ
れ
る
こ
と
が
通
例

的
で
あ
る
が
、
支
配
あ
る
い
は
占
有
が

生
じ
る
と
い
う
点
で
は
変
わ
ら
な
い
。 

 

②
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
性 

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
性
は
取
引
の
対
象
と

な
る
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
サ

ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
で
は
売
り
手
と
な

る
企
業
が
用
意
し
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
カ
ス

タ
マ
イ
ズ
性
は
低
い
が
、
売
り
切
り
の

場
合
は
、
顧
客
の
ニ
ー
ズ
ご
と
に
製
品

を
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
た
め
、カ
ス
タ
マ
イ
ズ
性
は
高
い
。 

 ③ 

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
コ
ス
ト 

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
コ
ス
ト
は
、
サ
ブ
ス

ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の
場
合
は
定
額
サ
ー
ビ

ス
で
あ
り
解
約
料
も
か
か
ら
な
い
た
め
、

他
社
の
サ
ー
ビ
ス
へ
の
乗
り
換
え
が
し

や
す
い
た
め
低
い
。
一
方
、
売
り
切
り

の
場
合
は
初
期
投
資
額
が
か
か
る
た
め
、

そ
の
投
資
額
を
回
収
す
る
た
め
に
償
却

期
間
中
は
他
の
サ
ー
ビ
ス
へ
の
乗
り
換

え
が
お
き
に
く
く
、
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
コ

ス
ト
は
高
い
。 

 ④ 
収
益
性
の
判
断
方
法 

収
益
性
の
判
断
は
、
サ
ブ
ス
ク
リ
プ

シ
ョ
ン
の
場
合
は
、
顧
客
が
利
用
す
る

イ
ン
フ
ラ
へ
の
投
資
コ
ス
ト
に
対
し
て

定
期
収
入
が
ど
れ
だ
け
稼
げ
る
か
で
収

益
性
の
判
断
を
す
る
が
、
売
り
切
り
の

場
合
は
個
別
の
製
品
の
コ
ス
ト
に
利
益

を
乗
せ
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ブ
ス
ク
リ

プ
シ
ョ
ン
の
場
合
は
、
イ
ン
フ
ラ
（
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
）
に
対
し
て
投
資
を

し
、
新
規
顧
客
の
獲
得
及
び
継
続
利
用

者
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
で
そ
の
全
体
の

回
収
を
図
る
。
売
り
切
り
の
場
合
は
、

製
品
１
単
位
当
た
り
の
コ
ス
ト
に
得
ら

れ
る
利
益
を
含
め
て
販
売
す
る
た
め
、

収
益
性
の
判
断
基
準
が
異
な
る
。 

                

図表①売り切りモデルとサブス

クリプションの比較 

サブスクリプション 売り切り 

①契約 使用許諾契約・会員契約 等 販売契約・請負契約 等 

②所有権 なし（利用形式） あり 

③スイッチチングコスト 低い 高い 

④カスタマイズ性 低い 高い 

⑤収益性の判断 インフラコスト VS 定期収入 コスト＋利益 

 
  

 

図表①売り切り型モデルとサブスクリプションの比較 

 サブスクリプション 売り切り 

① 契約 使用許諾契約・会員契約 等 販売契約・請負契約 等 

② 所有権 なし（利用形式） あり 

③ スイッチングコスト 低い あり 

④ カスタマイズ性 低い 高い 

⑤ 収益性の判断 インフラコストVS定期収入 コスト＋利益 

※①～③はサブスクリプション全体の特徴だが、④⑤は特に ICT 業界に特有の特徴である。 



 

          [

こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス] 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
に
お
け
る 

会
計
上
の
主
な
論
点
は
、
①
一
括 

売
上
と
分
割
売
上
、
②
複
合
取
引
、 

③
変
動
対
価
、
④
購
入
側
の
処
理 

の
４
点
で
あ
る
。 

収
益
認
識
基
準
で
は
、
会
計
上
の
論

点
ご
と
に
、
①
使
用
権
・
ア
ク
セ
ス

権
に
区
分
、
②
履
行
義
務
の
識
別
、

③
変
動
対
価
の
見
積
方
法
の
例
示
と

い
っ
た
、
新
た
な
概
念
が
導
入
さ
れ

て
い
る
。 

 

収
益
認
識
の
会
計
処
理 

我
が
国
の
現
行
の
会
計
基
準
に
お

い
て
、
そ
も
そ
も
収
益
認
識
に
関
す

る
明
確
な
基
準
は
設
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、『
企
業
会
計
原
則
』
に
お
い
て
、

売
上
高
は
、
実
現
主
義
の
原
則
に
従 

        
 

 い
、「
商
品
等
の
販
売
又
は
役
務
の
給
付

に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
に
限
る
。」と

の
実
現
主
義
に
基
づ
く
会
計
処
理
が
求

め
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
実
現
主

義
の
要
件
と
し
て
は
、「
①
財
貨
又
は
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
」
と
「
②
そ
の
対
価
と

し
て
の
現
金
ま
た
現
金
同
等
物
の
受
領
」

の
い
ず
れ
も
満
た
す
場
合
と
さ
れ
て
い

る
。 ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る

会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、『
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
取
引
の
収
益
の
会
計
処
理
に
関
す
る

実
務
上
の
取
扱
い
（
実
務
対
応
報
告
第

17 

号
、
平
成
18
年
３
月
30
日
公
表
）

（
以
下
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
収
益
実
務
対

応
報
告
）』、『
我
が
国
の
収
益
認
識
に
関

す
る
研
究
報
告
（
中
間
報
告
）
－IAS

第
18
号
「
収
益
」
に
照
ら
し
た
考
察
－

（
会
計
制
度
委
員
会
研
究
報
告
第
13

号
、
平
成
21
年
７
月
９
日
公
表
）』
な

ど
に
よ
っ
て
、
論
点
と
な
る
個
別
事
項 

に
つ
い
て
は
整
理
が
行
わ
れ
て
き
て
い

る
も
の
の
、
こ
れ
ら
も
サ
ブ
ス
ク
リ
プ

シ
ョ
ン
モ
デ
ル
の
収
益
認
識
に
つ
い
て

明
示
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン

の
収
益
認
識
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
基

準
・
指
針
を
参
考
に
し
な
が
ら
各
企
業

が
サ
ー
ビ
ス
の
実
態
に
応
じ
て
個
別
に

検
討
し
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
と
推

察
さ
れ
る
。 

た
だ
し
、
平
成
30
年
3
月
30
日
に

『
収
益
認
識
に
関
す
る
会
計
基
準
（
企

業
会
計
基
準
第
29 

号
）』（
以
下
、
新

収
益
認
識
基
準
）
が
公
表
さ
れ
、
従
来

明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
収
益

認
識
に
つ
い
て
詳
細
に
ル
ー
ル
化
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
新

収
益
認
識
基
準
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の
ビ
ジ
ネ
ス
に

関
す
る
収
益
認
識
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
と
す
る
。
な
お
、
新
収
益
認
識
基

準
は
現
時
点
で
は
、
未
適
用
の
会
計
基

準
で
あ
り
、
今
後
各
企
業
が
適
用
を
検

討
す
る
な
か
で
会
計
実
務
・
慣
行
が
形

成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
め
、
文
中
の

判
断
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
の
筆
者
の

私
見
と
な
る
。 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の
収
益
認
識

に
関
し
て
は
実
務
上
検
討
課
題
と
な
る

こ
と
が
多
い
事
例
を
踏
ま
え
、
①
一
括

売
上
と
分
割
売
上（
使
用
権/

ア
ク
セ
ス

権
）
②
複
合
取
引
③
変
動
対
価
を
論
点

と
し
て
取
り
上
げ
る
。
以
下
で
は
、
こ

れ
ら
の
3
つ
の
論
点
に
関
し
て
新
収

益
認
識
基
準
を
参
考
に
し
な
が
ら
解
説

し
た
い
。 

 ① 

一
括
売
上
と
分
割
売
上 

（
使
用
権/

ア
ク
セ
ス
権
） 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の
契
約
は
、

使
用
許
諾
契
約
や
会
員
契
約
等
で
契
約

を
締
結
す
る
た
め
、
使
用
許
諾
権
（
ラ

イ
セ
ン
ス
）
に
関
す
る
取
引
に
該
当
す

る
可
能
性
が
あ
る
。
資
産
を
所
有
し
て

い
る
の
が
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
側
で
あ
り
、

顧
客
に
は
製
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
に
関

す
る
占
有
は
生
じ
ず
、
あ
く
ま
で
資
産

を
利
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
で

あ
る
。
例
え
ば
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
一

定
の
期
間
利
用
す
る
権
利
や
、
自
動
車

を
一
定
の
期
間
利
用
す
る
権
利
と
い
っ

た
、
使
用
許
諾
権
（
ラ
イ
セ
ン
ス
）
の

供
与
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、

そ
の
契
約
に
よ
っ
て
明
確
に
区
分
し
て

検
討
す
る
。 

ま
ず
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
に
つ
い
て
整

理
し
、
そ
の
中
で
、
一
時
の
収
益
と
す

 

第
２
章 

一
括
／
分
割
売
上
、
複
合
取
引
、
変
動
対
価
な
ど 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の 

会
計
上
の
論
点 



 

べ
き
も
の
な
の
か
、
契
約
期
間
に
応
じ

た
収
益
と
し
て
計
上
す
べ
き
も
の
な
の

か
を
検
討
す
る
。 

ま
ず
、
わ
が
国
の
会
計
基
準
は
、
ラ

イ
セ
ン
ス
に
つ
い
て
の
明
確
な
規
定
は

な
い
。
た
だ
し
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
は
可

視
化
さ
れ
な
い
性
質
か
ら
、
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
販
売
取
引
な
ど
に
関
す
る
不
適
切

な
会
計
処
理
の
事
例
が
、
過
去
か
ら
特

に
多
い
。
そ
の
た
め
、
日
本
公
認
会
計

士
協
会
は
平
成
17
年
3
月
11
日
に
、

IT
業
界
に
お
け
る
特
殊
な
取
引
検
討

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
報
告
と
し
て

「
情
報
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
お
け
る
監
査

上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
」
を
公
表
し
、

こ
の
内
容
を
受
け
て
、「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

収
益
実
務
対
応
報
告
」
が
公
表
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
中
で
、
市
場
販
売
目
的
の

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
及
び
ラ
イ
セ
ン
ス
販
売

に
つ
い
て
図
表
②
の
よ
う
に
規
定
し
て

い
る
。 

つ
ま
り
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
サ
ブ

ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
①
納
品

が
完
了
し
た
時
点
で
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

提
供
が
完
了
す
る
こ
と
で
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
の
使
用
許
諾
が
開
始
さ
れ
、
②
顧
客

に
対
す
る
債
権
も
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、

納
品
基
準
で
収
益
を
計
上
す
べ
き 

こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。例
え
ば
、

企
業
の
基
幹
シ
ス
テ
ム
を
サ
ブ
ス
ク
リ

プ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
提
供
し
て
い
る
場

合
、
ラ
イ
セ
ン
ス
が
完
成
し
た
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
の
製
品
マ
ス
タ
ー
を
利
用
し
て

い
る
だ
け
で
あ
る
場
合
は
、
納
品
時
に

収
益
を
計
上
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

一
方
で
、
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の

対
象
が
、
ラ
イ
セ
ン
ス
の
対
象
で
あ
る

製
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
が
完
成
し
て
い
な

い
も
の
（
例
え
ば
定
期
的
に
一
定
の
ア

ッ
プ
デ
ー
ト
が
契
約
上
予
定
さ
れ
て
い

る
も
の
）
や
、
単
純
に
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
契
約
期
間
内

に
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
契
約
期

間
に
応
じ
て
収
益
を
計
上
す
べ
き
こ
と

に
な
る
。
例
え
ば
、
保
守
サ
ー
ビ
ス
の

よ
う
に
契
約
期
間
内
に
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
場
合
や
動
画
や
音
楽
を
定
額
で

ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の

場
合
は
、
そ
の
契
約
期
間
に
応
じ
て
サ

ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
期

間
に
応
じ
て
収
益
を
計
上
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。 

な
お
、
収
益
認
識
基
準
で
は
、
新
た

に
ラ
イ
セ
ン
ス
を
①
ア
ク
セ
ス
権
と
②

使
用
権
に
区
分
し
て
、
収
益
認
識
を
図

表
③
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
た
め
、
こ

れ
を
参
考
と
し
て
追
加
的
な
考
察
を
し

た
い
（
図
表
④
）。 

ラ
イ
セ
ン
ス
が
、
常
に
デ
ザ
イ
ン

面
・
機
能
面
の
著
し
い
改
良
を
行
う
こ

と
が
合
理
的
に
期
待
さ
れ
て
お
り
、
顧

客
側
に
お
い
て
も
デ
ザ
イ
ン
面
・
機
能

面
の
改
良
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
製
品
又
は

サ
ー
ビ
ス
が
顧
客
に
移
転
し
た
と
は
い

え
ず
、
ア
ク
セ
ス
権
と
し
て
判
断
し
、

一
定
の
期
間
に
わ
た
り
収
益
を
認
識
す

る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
サ
ブ
ス

ク
リ
プ
シ
ョ
ン
で
は
、
顧
客
の
獲
得
を

獲
得
し
長
期
間
継
続
し
て
も
ら
う
必
要

が
あ
る
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
や
コ
ン
テ
ン

ツ
を
常
に
顧
客
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ

う
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
の
も
ビ
ジ
ネ
ス

の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
が
常
に
起
こ
る
と
想
定
さ
れ
る

場
合
は
ア
ク
セ
ス
権
と
し
て
判
断
し
一

定
の
期
間
に
わ
た
り
収
益
を
認
識
す
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

一
方
、
提
供
元
が
ラ
イ
セ
ン
ス
の
機

能
性
及
び
価
値
に
著
し
く
影
響
を
与
え

る
活
動
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
ラ
イ
セ

ン
ス
期
間
を
通
じ
そ
の
形
態
、機
能
性
、

価
値
が
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断

し
、
使
用
権
と
し
て
一
時
点
で
収
益
が

計
上
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、

１
年
契
約
で
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
ラ
イ
セ

ン
ス
の
供
与
を
す
る
場
合
に
、
そ
の
製

品
が
完
成
し
て
お
り
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
等

が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
一

時
点
で
収
益
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。 

図表② 

【ソフトウェア取引の収益の会計処理に関

する実務上の取扱い】 

1（１）① 市場販売目的ソフトウェアとは、

不特定多数のユーザー向けに開発した各種

ソフトウェアの販売やライセンス販売（ライ

センスの使用を許諾し使用料を得る契約）を

いう。 

２（１）①注 4 ソフトウェア取引の特質か

らその内容の確認が難しいという中でも、市

場販売目的のソフトウェア取引については、

一般的に、企業の側でその仕様がすでに確定

しているため、納品が完了した時点で実質的

に成果物の提供が完了している。 

ライセンス販売においては、顧客が使用する

ことができる状態となった時点で実質的に

成果物の提供が完了している。 



 

な
お
、
仮
に
使
用
権
と
し
て
判
断
さ

れ
る
場
合
で
も
、
ラ
イ
セ
ン
ス
期
間
が

長
期
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
一
時
点
で

収
益
認
識
を
行
う
こ
と
が
適
切
か
否
か

を
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
ラ
イ
セ
ン
ス
期
間
が
長
期

に
な
る
場
合
に
は
、
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ

プ
権
（
ラ
イ
セ
ン
ス
期
間
中
に
バ
ー
ジ

ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
れ
た
製
品
等
を
顧
客
が

追
加
の
対
価
な
し
で
利
用
で
き
る
権
利
）

が
付
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
や
、
契
約
途

中
に
お
い
て
顧
客
に
よ
る
解
約
の
申
し

出
に
よ
っ
て
解
約
可
能
な
ケ
ー
ス
が
考

え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。 

な
お
、
契
約
の
み
で
は
判
断
に
迷
う

ケ
ー
ス
も
想
定
さ
れ
る
が
、
第1

章
で

述
べ
た
（
４
）
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
コ
ス
ト

お
よ
び
（
５
）
収
益
性
と
い
っ
た
こ
れ

ら
の
経
済
的
な
実
態
を
踏
ま
え
、
検
討

す
る
こ
と
も
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。 

 

 
   

図表③ 収益認識基準でのライセンスに関する定め 

[適用指針] 

（6）ライセンスの供与 

 第 61項；ライセンスは、企業の知的財産に対する顧客の権利を定めるものである。ライセンスを供与する

約束が、顧客との契約における他の財又はサービスを移転する約束と別個のものでない場合には、ライセン

スを供与する約束と当該他の財又はサービスを移転する約束の両方を一括して単一の履行義務として処理

し、会計基準第 35 項から第 40 項の定めに従って、一定の期間にわたり充足される履行義務であるか、又は

一時点で充足される履行義務であるかを判定する。 

 第 62 項;ライセンスを供与する約束が、顧客との契約における他の財又はサービスを移転する約束と別個

のものであり、当該約束が独立した履行義務である場合には、ライセンスを顧客に供与する際の企業の約束

の性質が、顧客に次の(1)又は(2)のいずれを提供するものかを判定する。 

(1) ライセンス期間にわたり存在する企業の知的財産にアクセスする権利 

(2) ライセンスが供与される時点で存在する企業の知的財産を使用する権利 

ライセンスを供与する約束については、ライセンスを供与する際の企業の約束の性質が(1)である場合には、

一定の期間にわたり充足される履行義務として処理する。企業の約束の性質が(2)である場合には、一時点で

充足される履行義務として処理し、顧客がライセンスを使用してライセンスからの便益を享受できるように

なった時点で収益を認識する。 

（企業の約束の性質の判定】 

第 63項；ライセンスを供与する際の企業の約束の性質は、次の(1)から(3)の要件のすべてに該当する場合

には、顧客が権利を有している知的財産の形態、機能性又は価値が継続的に変化しており、前項(1)に定める

企業の知的財産にアクセスする権利を提供するものである。 

（１）ライセンスにより顧客が権利を有している知的財産に著しく影響を与える活動を企業が行うことが、

契約により定められている又は顧客により合理的に期待されていること 

（２）顧客が権利を有している知的財産に著しく影響を与える企業の活動により、顧客が直接的に影響を受

けること 

（３）顧客が権利を有している知的財産に著しく影響を与える企業の活動の結果として、企業の活動が生じ

たとしても、財又はサービスが顧客に移転しないこと 

第 65 項； 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、企業の活動は、第 63 項(1)に定める顧客が権利

を有している知的財産に著しく影響を与えるものとする。 

(1) 当該企業の活動が、知的財産の形態又は機能性を著しく変化させると見込まれること 

(2) 顧客が知的財産からの便益を享受する能力が、当該企業の活動により得られること又は当該企業の活動

に依存していること 



 

                            

                             

② 

複
合
取
引 

複
合
取
引
と
は
、「
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

や
機
器
（
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
）
の
販
売
の

よ
う
に
異
な
る
種
類
の
取
引
を
同
一
の

契
約
書
等
で
締
結
し
て
い
る
」
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

取
引
の
収
益
の
会
計
処
理
に
関
す
る
実

務
上
の
取
扱
い
」
で
は
、
管
理
上
の
適

切
な
区
分
に
基
づ
き
、
販
売
す
る
財
又

は
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
や
各
々

の
金
額
の
内
訳
が
顧
客
（
ユ
ー
ザ
ー
）

と
の
間
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
契
約
上
の
対
価
を
適
切
に
分
解

し
て
、
機
器
（
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
）
や
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
と
い
っ
た
財
に
つ
い
て
は

各
々
の
成
果
物
の
提
供
が
完
了
し
た
時

点
で
、
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は

提
供
期
間
に
わ
た
る
契
約
の
履
行
に
応

じ
て
収
益
認
識
を
認
識
す
る
と
し
て
い

る
。 Ｉ

Ｃ
Ｔ
業
界
に
お
け
る
サ
ブ
ス
ク
リ

プ
シ
ョ
ン
で
は
、例
え
ばSaaS

型
の
シ

ス
テ
ム
の
導
入
を
例
に
と
る
と
、
サ
ー

ビ
ス
内
容
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
ラ
イ
セ

ン
ス
、
イ
ン
ス
ト
ー
ル
・
サ
ー
ビ
ス
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
、
テ

ク
ニ
カ
ル
・
サ
ポ
ー
ト
の
ほ
か
当
該
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
・
ラ
イ
セ
ン
ス
に
関
す
る

カ
ス
タ
マ
イ
ズ
契
約
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
収
益
の
認

識
に
つ
い
て
は
、
契
約
書
に
お
い
て
サ

ー
ビ
ス
の
内
容
ご
と
に
対
価
が
区
分
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
認
識
す
べ
き
時
点
で
収
益
を
認
識

す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
実
態
と

契
約
が
必
ず
し
も
一
致
す
る
よ
う
な
契

約
に
な
っ
て
い
る
も
の
だ
け
で
な
く
、

契
約
の
内
容
が
不
明
瞭
な
場
合
が
あ
る

た
め
、
契
約
段
階
で
そ
の
サ
ー
ビ
ス
内

容
と
そ
の
対
価
を
明
確
に
区
分
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
。 

な
お
、
収
益
認
識
基
準
で
は
、
履
行

義
務
の
識
別
と
い
う
概
念
が
あ
る
た
め
、

複
合
取
引
に
対
す
る
考
え
方
と
し
て
、

参
考
と
し
て
追
加
的
な
考
察
を
し
た
い
。

ま
ず
、
履
行
義
務
と
は
顧
客
に
別
個
の

財
又
は
サ
ー
ビ
ス
、
又
は
、 

一
連
の
別

個
の
財
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
約

束
で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
「
一
連
の
別

個
の
財
又
は
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
性
質

が
実
質
的
に
同
じ
で
あ
り
、
顧
客
へ
の

移
転
の
パ
タ
ー
ン
が
同
じ
で
あ
る
複
数

の
財
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
履
行
義
務
が
別
個
の
も
の
で
あ

る
か
の
判
断
は
、
以
下
の
（
１
）
及
び

（
２
）
の
い
ず
れ
も
満
た
す
場
合
で
あ

る
。（
図
表
⑤
参
照
） 

図表④ アクセス権及び使用権の判定 

以下のすべての条件を満たすか？（収益認識に関する会計基準の適用指針第 63項） 

（１）知的財産に著しく影響を与える活動を企業が行うことが、契約により定められている又は顧客に

より合理的に期待されている 

（２）企業の知的財産に著しく影響を与える活動により、顧客が直接的に影響を受ける 

（３）企業の活動が生じるにつれて、財又はサービスが顧客に移転しない 

アクセス権 

一定の期間にわたり収益認識 

使用権 

一時点で収益認識 

 

YES 

   

   

 

NO 



 

                       

（
１
）
当
該
財
又
は
サ
ー
ビ
ス
か
ら

単
独
で
顧
客
が
便
益
を
享
受
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
当

該
財
又
は
サ
ー
ビ
ス
と
顧
客
が
容
易
に

利
用
で
き
る
他
の
資
源
を
組
み
合
わ
せ 

て
顧
客
が
便
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で 

            

           

き
る
か
ど
う
か 

（
２
）
当
該
財
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
顧 

客
に
移
転
す
る
約
束
が
、
契
約
に
含
ま

れ
る
他
の
約
束
と
区
分
し
て
識
別
で
き

る
か
ど
う
か 

（
１
）
に
つ
い
て
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
・
ラ
イ
セ
ン
ス
が
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
・

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
や
テ
ク
ニ
カ
ル
・
サ
ポ

ー
ト
が
な
く
て
も
機
能
し
続
け
る
よ
う

な
場
合
で
は
、
そ
の
要
件
を
満
た
す
と

考
え
ら
れ
る
。（
２
）
に
つ
い
て
は
、
契

約
上
、
ラ
イ
セ
ン
ス
と
そ
の
テ
ク
ニ
カ

ル
・
サ
ポ
ー
ト
が
明
確
に
区
分
で
き
る

よ
う
な
場
合
で
、
そ
の
要
件
を
満
た
す

と
考
え
ら
れ
る
。 

 ③ 

変
動
対
価 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
で
は
、
顧
客

を
獲
得
し
や
す
く
す
る
た
め
に
完
全
に

月
額
定
額
制
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
一

般
的
で
あ
る
が
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
ラ

イ
セ
ン
ス
や
通
信
の
価
格
モ
デ
ル
は
、

完
全
に
月
額
定
額
制
の
も
の
に
加
え
、

「
月
額
定
額
で
一
定
量
を
超
過
す
る
と

金
額
が
増
加
す
る
従
量
課
金
制
」や「
単

価
に
つ
い
て
割
戻
と
な
る
数
量
リ
ベ
ー

ト
」
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
「
収
益
認

識
に
関
す
る
実
務
報
告
」
に
お
い
て
、

対
価
が
変
動
す
る
取
引
は
、
商
品
等
が

引
渡
さ
れ
、
そ
の
時
点
で
設
定
さ
れ
た

単
価
が
そ
の
引
渡
時
点
で
の
合
理
的
な

価
格
を
表
し
、
か
つ
、
通
常
条
件
で
決

済
さ
れ
る
な
ど
「
対
価
の
成
立
」
要
件

を
満
た
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合

に
は
、
最
終
的
に
修
正
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
と
し
て
も
、
商
品
等
の
引
渡
時

に
収
益
を
認
識
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
定
額
部
分

に
つ
い
て
は
一
括
計
上
又
は
分
割
計
上

し
、
対
価
が
変
動
し
た
部
分
は
、
顧
客

の
利
用
状
況
に
応
じ
て
発
生
の
有
無
が

変
わ
る
た
め
、
そ
の
後
正
確
に
増
減
分

が
計
算
さ
れ
た
時
点
で
、
決
算
で
収
益

の
額
を
調
整
す
る
こ
と
に
な
る
。 

た
だ
し
、
合
理
的
な
見
積
り
が
可
能

で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
変
動
分
を
あ
ら

か
じ
め
調
整
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
収
益
認
識
基
準
で
は
、
変
動

対
価
と
い
う
概
念
が
あ
る
た
め
、
事
後

的
に
対
価
が
変
動
す
る
取
引
に
対
す
る

考
え
方
と
し
て
、
参
考
と
し
て
追
加
的

な
考
察
を
し
た
い
。 

変
動
対
価
の
額
の
見
積
り
に
あ
た
っ

て
は
、
「
①
最
頻
値
」
も
し
く
は
「
②

期
待
値
」
に
よ
っ
て
見
積
も
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
利
用
料
が
定

額
も
し
く
は
一
定
の
割
引
と
な
る
場
合

の
み
と
い
っ
た
、
契
約
に
お
い
て
生
じ

る
結
果
が
２
つ
し
か
な
い
場
合
は
、「
①

最
頻
値
」
で
見
積
る
こ
と
が
適
切
な
見

積
り
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場

合
、
発
生
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
対
価

図表⑤ 

 

期待値 ；発生し得ると考えられる対価の額を確率で加重平均した金額による方法

（条件）

割引率を販売個数に応じて計算。

割引率 価格 × 発生割合

0% 100 × 20% #

5% 95 × 25% #

10% 90 × 40% #

15% 85 × 10% #

20% 80 × 5% #

↑合理的な見積りが必要

最頻値 ；発生し得ると考えられる対価の額における最も可能性の高い単一の金額による方法

（条件）

割引が10％で、1,000個以上販売した際に10％割引。

割引率 価格

定価 100

10% 90

（判断根拠）

1,000個以上販売できることが、事前に契約や過去の

取引関係より明らか

（注）1,000個以上販売される

ことが明らかになっているた

め、単価を90にて計算。

（注）発生確率に応じて、加

重平均にて単価を計算。

変動対価（加重平均）

92.25

変動対価（可能性が高い）

90.00



 

の
額
に
お
け
る
最
も
可
能
性
の
高
い
単

一
の
金
額
で
見
積
る
こ
と
に
な
る
。
一

方
で
、
特
性
の
類
似
し
た
多
く
の
契
約

を
有
し
て
い
る
場
合
は
、「
②
期
待
値
」

で
見
積
る
こ
と
が
適
切
な
見
積
り
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
発
生

し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
対
価
の
額
を
確

率
で
加
重
平
均
し
た
金
額
の
合
計
で
見

積
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
利
用
量

に
応
じ
た
割
引
プ
ラ
ン
を
設
定
し
て
い

る
場
合
は
、
各
値
下
げ
の
発
生
確
率
を

見
積
り
加
重
平
均
し
て
算
定
す
る
こ
と

に
な
る
。 

な
お
、
変
動
対
価
の
見
積
額
は
、
必

ず
し
も
全
額
を
取
引
価
格
に
含
め
る
こ

と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
収
益
の

過
大
計
上
を
防
止
す
る
意
図
で
、
変
動

対
価
の
見
積
の
う
ち
変
動
対
価
の
額
に

関
す
る
不
確
実
性
が
事
後
的
に
解
消
さ

れ
る
時
点
ま
で
に
計
上
さ
れ
た
収
益
の

著
し
い
減
額
が
発
生
し
な
い
可
能
性
が

非
常
に
高
い
部
分
に
限
り
、
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。 

購
買
側
の
会
計
処
理 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の
利
用
側
は

月
額
定
額
で
支
払
っ
て
い
る
た
め
、
月

次
の
費
用
処
理
と
す
る
こ
と
が
多
い
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
サ
ブ
ス
ク
リ
プ

シ
ョ
ン
の
中
に
も
実
態
に
は
売
り
切
り 

の
契
約
形
態
に
近
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

以
下
で
は
、
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
に

お
け
る
利
用
側
の
処
理
を
売
り
切
り 

                        

と
の
比
較
で
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
な

お
、
本
稿
で
は
企
業
の
会
計
処
理
を
論

じ
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
一
般
消
費
者

が
購
買
側
と
な
る
音
楽
・
動
画
配
信
サ

ー
ビ
ス
や
カ
ー
シ
ェ
ア
サ
ー
ビ
ス
な
ど 

                      

  

の
購
買
側
の
処
理
は
議
論
の
対
象
外
と

な
る
。実
際
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
考
え
る
と
、

例
え
ば
、
情
報
シ
ス
テ
ム
や
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
を
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
契
約
と

す
る
こ
と
は
あ
り
、
そ
の
場
合
購
買
側 

                      

  

 

図表⑥ 
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400

500

600

700

A B A B A B A B A B

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

売り切りとサブスクリプションの支出

投資額 ランディング

A；売り切り

B；サブスクリプション

初期投資額；売り切り＞サブスクリプション

ランディング；売り切り＜サブスクリプション

0

50

100

150

200

250

300

350

400

A B A B A B A B A B

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

売り切りとサブスクリプションの費用処理

支出（＝費用） 減価償却費

A；売り切り

B；サブスクリプション

（注）；サブスクリプションモデルの中にも、A（売り切り）と

同様に処理する可能性もある。

（注）長期的な観点ではサブスクリプションのほうが割高になる

ケースもあり得る。



 

の
処
理
を
検
討
す
る
こ
と
は
有
用
と
考

え
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
情
報
シ
ス

テ
ム
を
取
引
の
対
象
と
し
た
事
例
に
基

づ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。 

売
り
切
り
の
契
約
に
よ
っ
て
自
社
内

に
情
報
シ
ス
テ
ム
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
を

設
置
し
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
場
合
は
、

購
入
に
か
か
っ
た
支
出
に
つ
い
て
、
サ

ー
バ
等
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
購
入
は
有

形
固
定
資
産
に
計
上
し
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
を
購
入
及
び
構
築
し
た
費
用
は
、
無

形
固
定
資
産
に
計
上
す
る
。
ま
た
、
当

該
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の

保
守
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
か
か
る
費
用

は
、
通
常
保
守
期
間
で
定
額
で
の
保
守

契
約
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
保
守
期
間
に
わ
た

っ
て
月
次
の
保
守
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
コ

ス
ト
を
費
用
計
上
す
る
の
が
通
常
で
あ

ろ
う
。
固
定
資
産
と
し
て
計
上
し
た
コ

ス
ト
に
関
し
て
は
、
耐
用
年
数
に
応
じ

て
減
価
償
却
費
を
通
じ
て
費
用
化
し
、

そ
の
回
収
可
能
性
が
な
い
と
判
断
し
た

場
合
は
減
損
す
る
こ
と
に
な
る
。 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
で
の

シ
ス
テ
ム
利
用
に
お
い
て
は
、
資
産
の

所
有
権
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
側
に
あ
り
、

顧
客
は
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

売
り
切
り
と
は
異
な
り
、
サ
ー
バ
等
の

有
形
固
定
資
産
及
び
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
等

の
無
形
固
定
資
産
の
計
上
の
必
要
性
が

な
く
、
通
常
は
利
用
期
間
に
わ
た
っ
て

月
次
で
発
生
す
る
利
用
料
を
費
用
計
上

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
図
表
６
）
。 

ま
た
一
定
期
間
の
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ

ョ
ン
に
か
か
る
費
用
を
一
括
で
支
払
っ

て
い
る
場
合
、
前
払
費
用
等
の
適
切
な

科
目
で
資
産
計
上
し
、
そ
の
利
用
実
績

に
応
じ
て
取
り
崩
し
を
行
い
、
費
用
計

上
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
サ
ブ
ス

ク
リ
プ
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
と
う
た
わ
れ
て

い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
ラ
イ
セ
ン
ス

の
売
り
切
り
に
近
い
形
態
の
取
引
も
あ

る
。
例
え
ば
、
実
際
に
は
2
年
ご
と
に

更
新
さ
れ
る
ラ
イ
セ
ン
ス
購
入
取
引
で

あ
る
が
、毎
２
年
ご
と
に
更
新（
購
入
）

し
て
い
る
た
め
に
結
果
的
に
サ
ブ
ス
ク

リ
プ
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
に
見
え
る
と
い
う

よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

ラ
イ
セ
ン
ス
の
購
入
費
用
を
一
括
で
費

用
処
理
す
る
の
か
、
ラ
イ
セ
ン
ス
を
無

形
固
定
資
産
や
（
長
期
）
前
払
費
用
と

し
て
資
産
計
上
し
、
契
約
期
間
で
の
償

却
を
通
じ
て
費
用
化
す
る
か
に
つ
い
て

は
検
討
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

[

こ
の
章
の
エ
セ
ッ
ク
ス] 

法
人
税
法
お
よ
び
消
費
税
法
で
は
、 

一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
た
会 

 
 

計
処
理
の
原
則
に
従
っ
て
処
理
す
る

た
め
、
会
計
処
理
と
の
重
要
な
相
違

は
な
く
、
収
益
認
識
基
準
に
対
し
て

は
法
令
解
釈
通
達
に
よ
り
取
り
扱
い

を
明
確
化
し
て
い
る
。
た
だ
し
変
動

対
価
に
関
し
て
は
会
計
処
理
と
相
違

す
る
た
め
、
留
意
が
必
要
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 

 

法
人
税
上
の
取
扱
い 

法
人
税
法
上
、
益
金
と
し
て
算
入

す
べ
き
時
点
と
し
て
、「
内
国
法
人
の

各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算

上
当
該
事
業
年
度
の
益
金
の
額
に
算

入
す
べ
き
金
額
は
、
別
段
の
定
め
が

あ
る
も
の
を
除
き
、
資
産
の
販
売
、 

 
有
償
又
は
無
償
に
よ
る
資
産
の
譲
渡

又
は
役
務
の
提
供
、
無
償
に
よ
る
資

産
の
譲
受
け
そ
の
他
の
取
引
で
資
本 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

等
取
引
以
外
の
も
の
に
係
る
当
該
事
業

年
度
の
収
益
の
額
と
す
る
（
法
人
税
法

第
22
条
第
2
項
）」
と
し
、「
第
二
項

に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
の
収
益
の

額
及
び
前
項
各
号
に
掲
げ
る
額
は
、
別

段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
一
般

に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
処
理

の
基
準
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
る
も
の
と

す
る
（
法
人
税
法
第
22
条
第
４
項
）」

と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
別
段
の

定
め
」
に
な
い
限
り
、
一
般
に
公
正
妥

当
と
認
め
ら
れ
た
会
計
処
理
の
原
則
基

準
に
従
っ
て
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
。 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の
取
り
扱
い

は
、
会
計
基
準
と
同
様
、
別
段
の
定
め

は
な
い
こ
と
か
ら
、
現
行
の
法
人
税
法

で
は
個
別
に
判
断
し
て
、
益
金
へ
の
算

入
時
期
を
判
断
し
て
お
り
、
会
計
基
準

と
法
人
税
法
上
の
処
理
に
は
相
違
が
な

い
と
い
え
る
。 

し
た
が
っ
て
、
益
金
と
し
て
算
入
す

 

第
３
章 

法
人
税
、
消
費
税
上
の
取
扱
い
を
整
理 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
の 

税
務
上
の
論
点 



 

べ
き
時
点
は
、
役
務
提
供
が
完
了
し
た

時
点
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
サ
ー

ビ
ス
提
供
が
「
期
間
に
応
じ
た
継
続
的

な
サ
ー
ビ
ス
提
供
」
と
い
っ
た
も
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
期
間
に

応
じ
て
益
金
と
し
て
算
入
し
、「
ラ
イ
セ

ン
ス
の
販
売
を
目
的
と
し
た
売
り
切
り

型
の
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
っ
た
目
的
で
あ

れ
ば
、
一
時
点
で
の
益
金
の
算
入
と
す

る
こ
と
に
な
る
。 

な
お
、
法
人
税
法
で
は
、
平
成
30
年

3
月
30
日
に
収
益
認
識
に
関
す
る
包

括
的
な
会
計
基
準
と
な
る
企
業
会
計
基

準
第
29
号
「
収
益
認
識
に
関
す
る
会
計

基
準
」
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

平
成
30
年
5
月
30
日
に
平
成
30
年

度
税
制
改
正
に
お
い
て
法
人
税
法
等
に

お
い
て
法
令
解
釈
通
達
が
行
わ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
会
計
上
の
基
準
が
変

更
に
な
る
こ
と
に
伴
い
、
法
人
税
基
本

通
達
に
お
い
て
は
、「
収
益
認
識
に
関
す

る
会
計
基
準
」
に
お
け
る
収
益
の
計
上

単
位
、
計
上
時
期
及
び
計
上
額
に
つ
い

て
「
履
行
義
務
」
と
い
う
新
た
な
概
念

を
盛
り
込
ん
だ
形
で
見
直
し
を
行
う
と

と
も
に
、
法
人
税
法
に
お
い
て
収
益
の

計
上
時
期
及
び
計
上
額
に
つ
い
て
の
規

定
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
等
に
伴
う
取
扱

い
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

な
お
、
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
収

益
認
識
基
準
を
適
用
し
て
い
る
場
合
に
、 

そ
の
事
業
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
。
そ 

の
た
め
、
中
小
企
業
の
会
計
処
理
に
つ

い
て
は
、
従
来
ど
お
り
企
業
会
計
原
則

等
に
よ
る
会
計
処
理
が
認
め
ら
れ
て
い 

る
こ
と
か
ら
、
当
通
達
改
正
に
よ
り
従 

                 

 

   

来
の
取
扱
い
が
変
更
さ
れ
る
も
の
で
は 

な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。 

 ① 

ラ
イ
セ
ン
ス
に
関
す
る
通
達 

ラ
イ
セ
ン
ス
に
関
す
る
通
達
は
、
図
表

⑦
の
３
つ
の
通
達
が
新
設
又
は
改
正
の 

さ
れ
て
お
り
、
サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン 

の
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
は
こ
の
点
が
影 

 

                    

響
す
る
が
、
結
論
か
ら
述
べ
る
と
会
計

基
準
と
同
様
に
「
①
ア
ク
セ
ス
権
」
及

び
「
②
使
用
権
」
に
分
け
て
処
理
を
す

る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、「
①
ラ
イ
セ
ン
ス
期
間

に
わ
た
り
存
在
す
る
企
業
の
知
的
財
産

権
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
」
と
し
て
判 

定
し
た
場
合
は
、「
履
行
義
務
が
一
定 

 

                  

 

 

図表⑦【法人税法基本通達】 

（知的財産のライセンスの供与に係る収益の帰属の時期） 

2－1－30 知的財産のライセンスの供与に係る収益の額については、次に掲

げる知的財産のライセンスの性質に応じ、それぞれ次に定める取引に該当す

るものとして、2－1－21 の 2 及び 2－1－21 の 3 の取扱いを適用する。（平

30年課法 2－8「二」により追加） 

(1) ライセンス期間にわたり存在する法人の知的財産にアクセスする権利 

履行義務が一定の期間にわたり充足されるもの 

(2) ライセンスが供与される時点で存在する法人の知的財産を使用する権

利 履行義務が一時点で充足されるもの 

 

変動対価（基通２－１－１の 11 新設） 

資産の販売等に係る契約の対価について、値引き等の事実により変動する可

能性がある部分の金額（以下「変動対価」といいます。）がある場合におい

て、次に掲げる要件の全てを満たすときは、変動対価につき引渡し等事業年

度の確定した決算において収益の額を減額し、又は増額して経理した金額

（引渡し等 事業年度の確定申告書に当該収益額係る金算入を減し、又は増

させる金額の申告記載がある場合当該を 含みます。）は、引渡し等事業年

度の引渡し時の価額等の算定に反映するものとすることを明らかにしてい

ます。 

⑴ 値引き等の事実の内容及び当該値引き等の事実が生ずることにより契約

の対価の額から減額若しくは増額をする可能性のある金額又はその金額の

算定基準が客観的であり、当該契約若しくは法人の取引慣行若しくは公表し

た方針等により相手方に明らかにされていること又は当該事業年度終了の

日において内部的に決定されていること。 

⑵ 過去における実績を基礎とする等、合理的な方法のうち法人が継続して

適用している方法により⑴の減額若しくは増額をする可能性又は算定基準

の基礎数値が見積もられ、その見積りに基づき収益の額を減額し、又は増額

することとなる変動対価が算定されていること。 

⑶ ⑴を明らかにする書類及び⑵の算定の根拠となる書類が保存されている

こと。 

 



 

の
期
間
に
わ
た
り
充
足
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
た
め
、
一
定
の
期
間
に
わ
た
り
収

益
を
認
識
す
る
」と
し
て
益
金
算
入
し
、

「
②
ラ
イ
セ
ン
ス
が
供
与
さ
れ
る
時
点

で
存
在
す
る
企
業
の
知
的
財
産
を
使
用

す
る
権
利
」と
し
て
判
定
し
た
場
合
は
、

「
履
行
義
務
が
一
時
点
で
充
足
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
一
時
点
で
収
益
を

認
識
す
る
。」
も
の
で
あ
る
。 

 

② 

変
動
対
価 

た
だ
し
、
変
動
対
価
に
関
し
て
は
会 

計
と
税
務
で
差
異
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
ず
、
法
人
税
法
上
は
、
法

人
税
基
本
通
達
２-

１-

１
の
11
に

お
い
て
、
次
の
３
点
を
条
件
に
所
得

と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て

い
る
。 

① 

金
額
算
定
基
準
が
相
手
方
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と 

② 

合
理
的
な
見
積
り
方
法
で
継
続

的
に
適
用
し
て
い
る
こ
と 

③ 

①
お
よ
び
②
の
根
拠
と
な
る
書

類
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と 

一
方
で
、
収
益
認
識
基
準
に
お
い
て

は
具
体
的
な
方
法
は
明
記
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
こ
の
点
が
差
異
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
実
務
上
の
判
断

に
お
い
て
は
、
会
計
上
も
見
積
り
の
判

断
根
拠
と
し
て
、
①
～
③
の
よ
う
な
客

観
的
な
判
断
基
準
が
必
要
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
た
め
、
実
質
的
な
相
違
は
な

い
と
い
え
よ
う
。 

ま
た
、
変
動
対
価
に
上
記
を
用
い
て

反
映
し
な
い
場
合
は
、
売
上
割
戻
し
等

の
金
額
を
そ
の
通
知
ま
た
は
支
払
を
し

た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
収
益
の
額

か
ら
減
額
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
（
法
基

通
2-

1-

1
の
2
）、
会
計
基
準
と

の
差
異
は
な
い
と
い
え
よ
う
。 

 消
費
税
上
の
取
扱
い 

消
費
税
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
法
第

28
条
に
お
い
て
「
課
税
資
産
の
譲
渡
等

に
係
る
消
費
税
の
課
税
標
準
は
、
課
税

資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
す
な
わ
ち
、

対
価
と
し
て
収
受
し
、
又
は
収
受
す
べ

き
一
切
の
金
銭
又
は
金
銭
以
外
の
物
若

し
く
は
権
利
そ
の
他
経
済
的
な
利
益
の

額
」
と
し
て
お
り
、
法
人
税
法
の
よ
う

に
特
段
の
改
正
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従

来
ど
お
り
の
扱
い
と
な
る
。 

そ
の
た
め
、
国
税
庁
か
ら
は
、「
収
益

認
識
基
準
に
よ
る
場
合
の
取
り
扱
い
の

例
」
と
し
て
、
①
自
社
ポ
イ
ン
ト
の
付

与
、
②
契
約
に
お
け
る
重
要
な
金
融
要

素
、
③
割
戻
を
見
込
む
販
売
、
④
返
品

権
付
き
販
売
、
⑤
商
品
券
等
、
⑥
消
化

仕
入
に
つ
い
て
は
、
会
計
と
法
人
税
及

び
消
費
税
の
間
に
不
一
致
が
存
在
す
る

事
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
た
め
、

留
意
が
必
要
で
あ
る
。 

サ
ブ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
に
関
し
て
は
、

上
記
の
条
件
に
明
確
に
当
て
は
ま
る
と

も
の
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
消

費
税
に
つ
い
て
会
計
処
理
と
差
異
は
発

生
す
る
可
能
性
は
低
い
と
い
え
る
。
た

だ
し
、
消
費
税
法
上
は
、
変
動
対
価
の

見
積
り
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い

た
め
、
変
動
対
価
の
見
積
り
を
行
っ
て

い
る
場
合
に
は
課
税
売
上
に
係
る
消
費

税
に
関
し
て
調
整
が
必
要
に
な
る
こ
と

に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。 
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